
事業系ごみ減量ガイドブック １

●家庭から発生する生活系ごみと、事業活動から発生する事業系ごみに
分別してください。

●生活系ごみは市で収集しますので、地域の「ごみ集積所」へ出してください。
事業系ごみは市で収集しませんので、事業者自らが処理してください。

店舗併用住宅 ～自宅に店舗や事務所がある場合～


